
平
成
十
九
年
十
月
九
日
提
出

質
問
第
一
〇
二
号

国
連
総
会
に
お
け
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先
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族
宣
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の
採
択
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書
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国
連
総
会
に
お
け
る
「
先
住
民
族
宣
言
」
の
採
択
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
五
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
生
活
水
準
は
、
北
海
道
が
実
施
し
て
き
た
『
北
海
道
ウ
タ
リ
生
活
実
態
調

査
』
に
よ
れ
ば
、
着
実
に
向
上
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
な
お
一
般
道
民
と
の
格
差
は
是
正
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ

る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
何
故
ア
イ
ヌ
民
族
が
い
わ
ゆ
る
和
人
、
一
般
道
民
と
比
較
し
て
低
い
水
準
の
生
活
を

送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

二
〇
〇
七
年
十
月
三
日
の
衆
院
本
会
議
（
以
下
、
「
本
会
議
」
と
い
う
。
）
で
、
福
田
康
夫
首
相
が
二
〇
〇
七
年
九
月
十

三
日
に
国
連
総
会
の
本
会
議
で
採
択
さ
れ
た
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
連
宣
言
（
以
下
、
「
先
住
民
族
宣
言
」
と
い

う
。
）
に
触
れ
、
「
同
宣
言
に
い
う
先
住
民
族
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
結
論
を
下
せ
る
状
況
に
な
い
」
旨
述
べ
た

と
承
知
す
る
が
、
で
は
右
福
田
首
相
の
い
う
「
『
先
住
民
族
宣
言
』
に
い
う
先
住
民
族
」
と
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
ど
の
民

族
を
指
す
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。

三

北
海
道
胆
振
管
内
白
老
町
が
二
〇
〇
七
年
十
月
五
日
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
つ
い
て
の
町
行
政
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
た

「
白
老
町
ア
イ
ヌ
施
策
基
本
方
針
」
を
策
定
し
た
と
承
知
す
る
が
、
右
の
内
容
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

一



四

「
白
老
町
ア
イ
ヌ
施
策
基
本
方
針
」
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

五

「
本
会
議
」
に
お
い
て
福
田
首
相
は
、
「
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
固
有
の
文
化
を
発
展
さ
せ
て
き
た
民
族
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
認
識
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
、
ま
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
四
二
号
、
一
九
四
号
、
二
二
〇
号
、
二
四
一

号
）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
イ
ヌ
民
族
が
「
民
族
」
、
「
少
数
民
族
」
、
「
原
住
民
」
に
該
当
す
る
旨
政
府
は
認
め
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
九
七
年
三
月
の
い
わ
ゆ
る
「
二
風
谷
ダ
ム
訴
訟
」
で
は
、
札
幌
地
裁
は
「
我
が
国
の
統
治
が
及
ぶ
前
か
ら
北

海
道
に
居
住
し
、
民
族
の
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
」
と
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
我
が
国
に
お
け
る
先
住
民
族
で
あ
る
旨
認
め
て

い
る
。

ま
た
、
三
の
「
白
老
町
ア
イ
ヌ
施
策
基
本
方
針
」
の
他
に
も
、
二
〇
〇
七
年
十
月
五
日
に
行
わ
れ
た
北
海
道
議
会
の
定
例

会
に
お
い
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
権
利
等
に
関
わ
る
審
議
機
関
の
設
置
を
国
に
要
望
す
る
旨
の
意
見
書
案
が
全
会
一
致
で
可
決

さ
れ
る
等
、
北
海
道
に
お
い
て
も
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
民
族
と
し
て
の
権
利
確
立
を
求
め
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。
政

府
は
「
先
住
民
族
」
の
国
際
的
な
定
義
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
と
し
て
認
定
し
、
「
先
住
民
族

宣
言
」
で
謳
う
権
利
の
確
立
を
図
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
国
連
内
で
�
植
民
地
支
配
を
受
け
た
�
先
祖
伝
来

の
土
地
や
領
土
に
住
む
�
固
有
の
言
語
を
持
っ
て
い
る
等
の
要
素
を
盛
り
込
ん
だ
定
義
が
使
わ
れ
て
お
り
、
右
の
三
つ
の
要

二



素
全
て
が
ア
イ
ヌ
民
族
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
一
九
九
二
年
十
二
月
、
社
団
法
人
北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
の
野
村
義
一
理
事
長
（
当
時
）
が
「
世
界
の
先
住
民
の
国

際
年
開
幕
記
念
式
典
」
に
お
い
て
十
八
名
の
世
界
の
先
住
民
族
の
代
表
の
一
人
と
し
て
国
連
総
会
議
場
で
記
念
ス
ピ
ー
チ
を

行
っ
た
こ
と
、
現
在
国
連
職
員
の
先
住
民
族
に
関
す
る
研
修
用
視
聴
覚
資
料
に
も
ア
イ
ヌ
民
族
の
映
像
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
国
際
人
権
規
約
の
社
会
権
規
約
や
自
由
権
規
約
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
各
々
の
条
約
審
査
委
員
会
で
は
、
ア
イ
ヌ

民
族
を
先
住
民
族
で
あ
る
と
の
前
提
で
そ
の
権
利
の
促
進
を
日
本
政
府
に
勧
告
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
際
社
会
に
お

い
て
ア
イ
ヌ
民
族
が
先
住
民
族
で
あ
る
こ
と
は
広
範
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
。

こ
の
よ
う
な
国
内
外
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
民
族
が
先
住
民
族
で
あ
る
と
の
認
識
及
び
一
の
政
府
の
見
解
を
踏
ま
え
、
政
府
と

し
て
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住
民
族
で
あ
る
と
認
め
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
民
族
と
し
て
の
権
利
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
思
料

す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


